
認 定 書

国住指第 3097号

平成 19年 3月 30日

広島銘木産業株式会社

取締役社長 藤原 召寿

国土交通大臣 冬柴 鐵

下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68条の 26第 1項 (同法第 88条第 1項において準
用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第 108条の 2第一号から第二号ま
で (不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

1.認定番号

NM-1265

2.認定をした構造方法又は建築材料の名称

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張/両面薄葉紙張アルミニウムはく張火 山性ガラス質複層板

3.認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

(注意 )この認定書は、大切に保存しておいてください。

記



項 目 申 請 材 料

形 状 平 板

表 面 形 状
1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする
1)平滑  2)凹 凸 (深 さ 0.lnllll以 下)

厚 さ lmm 5.4_07～ 9・ 4+05(プ レス加工による)

か さ 比 重 0.77± 008

質量 lkg/ゴ ) 4.208～ 7.2+12

(別添)

1.材料名

樹脂塗装天然木単板張/木質系化粧材裏張/両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板

2.形状および寸法等

3.材料構成

目項 申 請 材 料

表 面 材

質量 120g/ゴ 以下
:1)～ 4)の うち、いずれか一仕様とする

1)ウ ンタン系樹脂………………質量 20g/ゴ (固 )以下
2)アクリル系樹脂………………質量 20g/ゴ (固 )以下
3)ホ

゜
リエステル系樹脂 ・…・……・質量 20g/ぶ (固)以下

4)な し

板 :厚さ 0.2mm以下、質量 100g/1ri以下
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表面接着剤

1)～3)の うち、いずれか一仕様とする      ~~~~
1)酢酸ビニル系樹脂

…質量 40g/ゴ (固 )以下 (有機質量 20g/ぷ以下 )

(n){雲 鷺讐繋羹彎据蒜

・

;版 I梅 島

・

Ittt認
2)ウ レタン系樹脂

…質量 40g/ゴ (固 )以下 (有機質量 20g/ボ以下)

(m){翼篠詈婁渠喜λ耕
・
ι版:貶高

・
Ittt器

3)スチ レンブタジエンゴム系樹脂
…質量 40g/ボ (固 )以下 (有機質量 20g/ボ以下 )

(n){禁耀醤繁奨響労霜脇:梅晶Ifにポ

基  材
両面薄葉紙張アルミニウムはく張/火山性ガラス質複層板 lN脂 1221]

…厚さ 5.OIIull～ 9.Olllll、 質量 3.9kg/ゴ～6.9 kg/ゴ、かさ比重 0.77

(別添 -1)



目項 申 請 材 料

裏面接着剤

1)～41の うち、いずれか一仕様とする  ~~~~
1)な し (裏面材 1)の場合に限る)

2)酢酸ビニル系樹脂
…質量 40g/ボ (固 )以下 (有機質量 20g/ゴ以下)

マイカ、顔料等 )

20g/ゴ以下 )

マイカ、顔料等 )

闊){雲魔讐繋勇彎褥耕
・
」蕨

3)ウ レタン系樹脂
…質量 40g/ゴ (固)以下 (有機質量

饂 ){翼縫詈累渠モ万蒜

・

赫
4)ス チレンブタジエンゴム系樹脂

…質量 40g/ゴ (固)以下 (有機質量 20g/ざ以下 )

闊){雲経讐繁勇∵労霜脇I梅五彗
・

…50～ 80

…20～ 50

…50～ 80

…20～ 50

…50～ 100

… 0～ 50

裏 面 材

木質系化粧材 :1)～ りのうち、いずれか一仕様とする
1)な し (裏面接着剤 1)の場合に限る)

2)普通紙…厚さ 0.09nml以下、質量 80g/ゴ以下
3)両面普通紙張ポリエチレン樹脂フィルム

…厚さ 0.09mm以下、質量 80g/ボ以下

構成

{][[ン |||″II:::02:彫 Iil
41天然木単板…厚さ 0.211ml以下、質量 100g/ゴ以下

4.構造説明図 (寸法単位 :mm)

材…両面薄葉紙張アルミニウムはく張

火山性力
゛
ラス質複層板

1)表 面 材

2)表面接着剤

3)基

ω裏面接着剤

5)裏 面 材

5.注意事項

本申請仕様を施工するに当たっては、

処理を適切に行う必要がある。

tl=0.2以下,又はな し

t2=5.0～ 9.O17° レス加工による)

t3=0.09以 下,0.2以下,又はな し

t=5.4～ 9.4(フ
゜
レス加工による)

所定の防火性能が損なわれないように材料端部及び目地部の

(別添 -2)


